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第
四
十
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

原
作
品
展
示
者
は
、
観
覧
者
の
た
め
に
展
示
著
作
物
の
解
説
又
は
紹
介
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
展
示
著
作
物
を
上
映
し
、
又
は
当
該
展
示
著
作
物
に
つ
い
て
自
動

公
衆
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
展
示
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
上
映
又
は
自
動
公

衆
送
信
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

原
作
品
展
示
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
展
示
著
作
物
の
所
在
に
関
す
る
情
報
を

公
衆
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
展
示
著
作
物
に
つ
い
て
複
製
し
、
又
は
公
衆

送
信
（
自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
可
能
化
を
含
む
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
展

示
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
複
製
又
は
公
衆
送
信
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す

る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
利
用
す
る
」
を
「
実
行
す
る
」
に
、「
の
複
製
又
は
翻
案
（
こ
れ
に
よ
り
創
作
し
た
二

次
的
著
作
物
の
複
製
を
含
む
。）を
す
る
」
を
「
を
複
製
す
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
利
用
」
を
「
実
行
」
に

改
め
る
。

（
翻
訳
、
翻
案
等
に
よ
る
利
用
）

第
四
十
七
条
の
六

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
著
作
物

に
つ
い
て
、
当
該
規
定
の
例
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
利
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
四
条

第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
二
項

翻
訳
、
編
曲
、
変
形
又
は
翻
案

二

第
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項

翻
案

三

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
項
後
段
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
二
条

翻
訳

四

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条

変
形
又
は
翻
案

五

第
三
十
七
条
第
三
項

翻
訳
、
変
形
又
は
翻
案

六

第
三
十
七
条
の
二

翻
訳
又
は
翻
案

（
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
及
び
そ
の
結
果
の
提
供
に
付
随
す
る
軽
微
利
用
等
）

第
四
十
七
条
の
五

電
子
計
算
機
を
用
い
た
情
報
処
理
に
よ
り
新
た
な
知
見
又
は
情
報
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
著

作
物
の
利
用
の
促
進
に
資
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
者
（
当
該
行
為
の
一
部
を
行
う
者
を
含
み
、
当
該

行
為
を
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
行
う
者
に
限
る
。）は
、
公
衆
へ
の
提
供
又
は
提
示
（
送
信
可
能
化
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
行
わ
れ
た
著
作
物
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
公
衆
提

供
提
示
著
作
物
」
と
い
う
。）（
公
表
さ
れ
た
著
作
物
又
は
送
信
可
能
化
さ
れ
た
著
作
物
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
目
的
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
行
為
に
付
随
し
て
、
い
ず
れ
の
方
法
に

よ
る
か
を
問
わ
ず
、
利
用
（
当
該
公
衆
提
供
提
示
著
作
物
の
う
ち
そ
の
利
用
に
供
さ
れ
る
部
分
の
占
め
る
割
合
、
そ

の
利
用
に
供
さ
れ
る
部
分
の
量
、
そ
の
利
用
に
供
さ
れ
る
際
の
表
示
の
精
度
そ
の
他
の
要
素
に
照
ら
し
軽
微
な
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
軽
微
利
用
」
と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
公
衆
提
供
提

示
著
作
物
に
係
る
公
衆
へ
の
提
供
又
は
提
示
が
著
作
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
国
外
で
行
わ
れ
た
公
衆
へ

の
提
供
又
は
提
示
に
あ
つ
て
は
、国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
）

を
知
り
な
が
ら
当
該
軽
微
利
用
を
行
う
場
合
そ
の
他
当
該
公
衆
提
供
提
示
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
軽

微
利
用
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

電
子
計
算
機
を
用
い
て
、
検
索
に
よ
り
求
め
る
情
報
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
検
索
情
報
」
と
い
う
。）が
記

録
さ
れ
た
著
作
物
の
題
号
又
は
著
作
者
名
、
送
信
可
能
化
さ
れ
た
検
索
情
報
に
係
る
送
信
元
識
別
符
号
（
自
動
公

衆
送
信
の
送
信
元
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。）そ
の
他
の
検
索
情
報
の
特

定
又
は
所
在
に
関
す
る
情
報
を
検
索
し
、
及
び
そ
の
結
果
を
提
供
す
る
こ
と
。

二

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
解
析
を
行
い
、
及
び
そ
の
結
果
を
提
供
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
に
よ
り
、新
た
な
知
見
又
は
情
報
を
創
出
し
、

及
び
そ
の
結
果
を
提
供
す
る
行
為
で
あ
つ
て
、
国
民
生
活
の
利
便
性
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
準
備
を
行
う
者
（
当
該
行
為
の
準
備
の
た
め
の
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
を
政

令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
行
う
者
に
限
る
。）は
、
公
衆
提
供
提
示
著
作
物
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
軽
微

利
用
の
準
備
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
複
製
若
し
く
は
公
衆
送
信
（
自
動
公
衆
送
信
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
送
信
可
能
化
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
い
、
又
は
そ

の
複
製
物
に
よ
る
頒
布
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
公
衆
提
供
提
示
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に

当
該
複
製
又
は
頒
布
の
部
数
及
び
当
該
複
製
、
公
衆
送
信
又
は
頒
布
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に

害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
七
条
の
四
か
ら
第
四
十
七
条
の
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
子
計
算
機
に
お
け
る
著
作
物
の
利
用
に
付
随
す
る
利
用
等
）

第
四
十
七
条
の
四

電
子
計
算
機
に
お
け
る
利
用
（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
利
用
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
供
さ
れ
る
著
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
様
に
当
該
著
作
物
の
電

子
計
算
機
に
お
け
る
利
用
を
円
滑
又
は
効
率
的
に
行
う
た
め
に
当
該
電
子
計
算
機
に
お
け
る
利
用
に
付
随
す
る
利
用

に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
か

を
問
わ
ず
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
利
用
の
態
様
に
照

ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

電
子
計
算
機
に
お
い
て
、
著
作
物
を
当
該
著
作
物
の
複
製
物
を
用
い
て
利
用
す
る
場
合
又
は
無
線
通
信
若
し
く

は
有
線
電
気
通
信
の
送
信
が
さ
れ
る
著
作
物
を
当
該
送
信
を
受
信
し
て
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
利

用
の
た
め
の
当
該
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
過
程
に
お
い
て
、
当
該
情
報
処
理
を
円
滑
又
は
効
率
的
に
行

う
た
め
に
当
該
著
作
物
を
当
該
電
子
計
算
機
の
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
と
き
。

二

自
動
公
衆
送
信
装
置
を
他
人
の
自
動
公
衆
送
信
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
が
、
当
該
他
人
の
自

動
公
衆
送
信
の
遅
滞
若
し
く
は
障
害
を
防
止
し
、
又
は
送
信
可
能
化
さ
れ
た
著
作
物
の
自
動
公
衆
送
信
を
中
継
す

る
た
め
の
送
信
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
自
動
公
衆
送
信
の
た
め
に
送
信
可
能
化
さ
れ
た
著
作
物
を

記
録
媒
体
に
記
録
す
る
場
合

三

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
供
を
円
滑
又
は
効
率

的
に
行
う
た
め
の
準
備
に
必
要
な
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
記
録
媒
体
へ
の
記

録
又
は
翻
案
を
行
う
と
き
。

２

電
子
計
算
機
に
お
け
る
利
用
に
供
さ
れ
る
著
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
様
に
当
該
著
作
物

の
電
子
計
算
機
に
お
け
る
利
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
維
持
し
、
又
は
当
該
状
態
に
回
復
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
利
用
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益

を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

記
録
媒
体
を
内
蔵
す
る
機
器
の
保
守
又
は
修
理
を
行
う
た
め
に
当
該
機
器
に
内
蔵
す
る
記
録
媒
体
（
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
内
蔵
記
録
媒
体
」
と
い
う
。）に
記
録
さ
れ
て
い
る
著
作
物
を
当
該
内
蔵
記
録
媒
体
以
外

の
記
録
媒
体
に
一
時
的
に
記
録
し
、
及
び
当
該
保
守
又
は
修
理
の
後
に
、
当
該
内
蔵
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
場
合

二

記
録
媒
体
を
内
蔵
す
る
機
器
を
こ
れ
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
機
器
と
交
換
す
る
た
め
に
そ
の
内
蔵
記
録
媒
体

に
記
録
さ
れ
て
い
る
著
作
物
を
当
該
内
蔵
記
録
媒
体
以
外
の
記
録
媒
体
に
一
時
的
に
記
録
し
、
及
び
当
該
同
様
の

機
能
を
有
す
る
機
器
の
内
蔵
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
場
合

三

自
動
公
衆
送
信
装
置
を
他
人
の
自
動
公
衆
送
信
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
が
、
当
該
自
動
公
衆

送
信
装
置
に
よ
り
送
信
可
能
化
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
が
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
場
合
の
復
旧
の
用
に
供
す

る
た
め
に
当
該
著
作
物
を
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
と
き
。
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